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区長
コラム

こんにちは。区長の青木英二です。

いよいよ夏本番となる8月です。今年は昭和元年から数えて100年
目であり、この8月は我が国にとって戦後80年の節目となります。
今年古希を迎えた私は戦争を経験していませんが、戦争を経験され
た方々からお話を伺い、次の世代に伝えていくことは、今の時代を
生きる一人として責務であると思っています。
今号の特集では、目黒で生まれ、実際に疎開や空襲を体験されたお
二人のお話が掲載されています。一人でも多くの皆さまに読んでい
ただき、そのメッセージを受け止めていただければと願っています。
　
先月10日・11日、前線の影響によって全国的に大雨となり、各地で被
害が発生しました。目黒区内でも記録的な大雨により、蛇崩川が内水
氾濫※し、道路の冠水や一部住居の浸水などの被害が見られました。
被害に遭われた皆さまには、心からお見舞い申し上げます。区では、
迅速な被害調査および復旧活動を行い、順次、り災証明書や被災届
出受理証明書の発行を進めております。
今年も夏から秋にかけて、台風やゲリラ豪雨などの発生が想定されま
す。区としましては災害に強いまちづくりに引き続き取り組んでまいり
ます。皆さまにおかれましても、区の防災気象情報メールを登録したり
公式Xをフォローするなど気象情報の収集・確認をしていただくととも
に、ハザードマップや土のうの設置場所、さらに垂直避難の方法を確認

しておくなど、日頃からの備えをぜひお願いいたします。

全て②が正解。   ・防犯ブザーはいざという時にすぐ使えるような所に付けておきましょう
　　　　　　　  ・知らない人には、「写真は撮らないでください」とはっきり断り、近くの大人に助けを求めましょう
　　　　　　　  ・ＳＮＳなどで安易に自分の写真や個人情報を送ることは、犯罪に巻き込まれる可能性があり危険です

Quiz防犯
正解は

ずっと もっと めぐろ

Quiz
防犯

8臨時給付金課（d0120-239-077、f5722-7069）

4令和７年１月１日に区内在住で、次の①または②に該当するかた（本人
の合計所得金額が１，８０５万円を超える場合は対象外）

お知らせ

定額減税補足給付金
（不足額給付）

令和6年度に実施した定額減税補足給付（当初調整給付）の額に不足がある
ことが判明した場合、追加で給付します。

①令和6年分所得税と定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算
出した結果、当初調整給付の支給金額に不足が生じた

②本人が定額減税対象外で、税制度上、扶養親族に該当せず、かつ低所
得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しない

受給方法

図書館の帰りに、
公園の中で鐘を見つ
けた。この鐘は、広島
市やカナダのバン
クーバー市にある平和
の鐘と同じ型で、3姉妹にあたる特別なものなんだって。今年は戦後
80年。平和の大切さを、これからも忘れないようにしたいな。

この面の一番下で答えを確認しよう！

区内在住のインテリアコーディネーターめぐが
おすすめする区内のスポットを日記につづっている。

めぐの日記

これまで訪れたおすすめスポットは「おでかけマップ」から 〉〉〉

防犯ブザーの持ち歩き方は？

①なくさないようカバンの中に
　しまっておく

②すぐに使える場所に
　付けておく

Q1

公園で知らない人が「写真を撮らせて」と
言ってきたら？

①撮らせてあげる ②はっきり断る

Q2

ＳＮＳで知り合った人から「写真を送って」と
言われたら？

①仲良くなりたいからすぐに送る ②送らない

Q3

子どもの
安全
編

no.45：

めぐろ平和の鐘
区民センター
公園内

昭和60年に区が行った平和都市宣言の記念として、
名誉区民であり、人間国宝に認定された鋳金家・
香取正彦氏から寄贈された梵鐘。区民センター公園
内に設置されている。

めぐろ平和の鐘めぐろ平和の鐘

8生活安全課（t5722-9667、 f5722-7936） 8広報広聴課（t5722-9486、 f5722-8674）

目黒区長

役立つ防犯・防災の知識をクイズで紹介。
いつもの備えを、もしもの時の安心につなげよう。
子どもができる安全対策に関するクイズです。
次の問題で正しいものを選びましょう。

●区が当初調整給付時から引き続き、
   口座を把握しているかた
　対象者に、7月23日から発送する案内に記載された口座へ、８月20日以降
振り込みます。ただし、受給を希望しない場合や、振込先を変更する場合は
申請が必要です。

●上記以外のかた
　対象者に、７月３０日から、申請に必要な書類を発送します。申請期限は、10
月31日（消印有効）です。

※令和6年1月2日～令和7年1月1日に転入したかたは、転入前の自治体での給付状況が分
からず、書類の送付ができない場合があります。8月中旬になっても書類が届かないかた
はお問い合わせください

申請必要

申請不要

※多量の降雨などによって河川の水位が高くなり、雨水が排水
  できなくなって周辺の支川や下水道から水があふれ出す現象


